
（平成２４年１０月３１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 17 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 16 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 1 件



大阪国民年金 事案 6437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年１月から同年３月までの期間、53年４月から同年９月ま

での期間、61 年２月、同年３月及び 63 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年１月から同年３月まで 

         ② 昭和 53年４月から同年９月まで 

         ③ 昭和 61年２月及び同年３月 

         ④ 昭和 63年３月 

    

    

    

私は、私たち夫婦の国民年金の加入手続と国民年金保険料の納付を妻に

任せていた。 

妻は、昭和 39年１月に私と結婚し、新婚旅行から帰った後のまだ寒い時

期にＡ県Ｂ市役所へ出向いた際、同市の職員から強制的に国民年金に加入す

るよう言われ、その場で言われるままに加入手続を行い、申立期間①の国民

年金保険料を納付したことを結婚した当初の出来事として、よく覚えている

と言っている。 

また、申立期間②の国民年金保険料について、妻は、私が厚生年金保険

被保険者資格を喪失した際に、国民年金の加入手続が必要であることを知ら

ずに、しばらくしてから国民年金に加入するよう市役所から通知があり、市

役所に手続に行ったが、その時に納付していなかった遡れる期間の国民年金

保険料を、全て納付してもらうことになると伝えられ、その頃に保険料を自

動払い(口座振替)にしたと記憶している。その時期と前後して、納付した金

額は覚えていないが、市役所又は社会保険事務所（当時）から郵送されてき

た納付書を用いて、妻が金融機関で保険料を納付した。 

申立期間③及び④の国民年金保険料は、私名義の銀行口座から自動払い

(口座振替)による方法で保険料を納付していたが、預金残高不足で保険料の

引き落としができなかった場合、すぐにＣ県Ｄ市から振込用紙が送付されて



きたし、納付が遅れると市役所から督促の電話があったので、妻が急いで金

融機関で納付したはずである。 

申立期間①、②、③及び④が未納とされているので、もう一度よく調べ

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人及び

その妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 39年２月 10日に払い出されているこ

とが確認できることから、新婚旅行から帰った後の寒い時期に、国民年金に加

入させられたとする申立内容は、このことと符合している。 

また、申立期間①は、３か月間と短期間であること、申立人の妻自身に結

婚当初に納付した鮮明な記憶があること、その後、昭和 40 年８月に転出した

Ｃ県Ｅ市においても、継続して未納無く保険料を納付していることなどを踏ま

えると、当該期間についても、申立人の妻が納付したものとみても不自然では

ない。 

申立期間②について、申立人の特殊台帳を見ると、当該期間直前の昭和 52

年３月から 53 年３月までの国民年金保険料が、54 年 12 月に過年度納付され

ていることが確認でき、この時点で申立期間②の保険料を過年度納付すること

が可能である。 

また、申立人の妻は、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した後の

国民年金の加入手続が遅れ、加入手続に行った時に納付していなかった遡れる

期間の国民年金保険料を、納付してもらうことになると市役所で伝えられた頃

に、保険料を自動払い（口座振替）にしたと記憶していることから、申立人に

係るＤ市の国民年金被保険者名簿を見ると、昭和 54 年８月から保険料を自動

払いとされていることが確認でき、前述の過年度納付の時期は申立内容と符合

する。 

さらに、申立人に係る特殊台帳を見ると、申立期間②直前の昭和 52年９月

から 53年３月までの期間については、当初、現年度納付と記録されていたが、

後に、その記録は前述の過年度納付に訂正されていることが確認でき、直近の

記録管理に不手際が見受けられること等を踏まえると、申立人の申立期間②の

国民年金保険料については、納付していたものとみるのが自然である。 

申立期間③及び④について、当該期間以前の昭和 54年８月から国民年金保

険料の納付方法を口座振替に切り替えており、申立人の妻は、継続して保険料

を納付する意思がうかがえる。 

また、申立期間③及び④は、それぞれ２か月間と１か月間で口座からの自

動振替の最小単位の期間であり、ほかに口座振替ができなかった期間は無い上

納付を担当していた申立人の妻は、預金残高不足で口座振替ができなかった場

合、郵送されてきた納付書により、申立期間③の国民年金保険料は、当時勤務

、



していた職場近くの金融機関、申立期間④の保険料は、自宅近くの金融機関に

おいて納付したと具体的に陳述しているところ、これらはいずれも、当時、夫

婦が居住していたＤ市の収納代理金融機関であることが確認できることから、

当該期間の保険料について納付していたものと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪厚生年金 事案 13578 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間②について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該

期間に係る標準報酬月額の記録を、平成元年 10月から２年９月までは 41万円、

同年 10月から３年９月までは 44万円、同年 10月から４年９月までは 47万円

に訂正することが必要である。 

また、申立期間①並びに申立期間②のうち、平成２年６月、３年４月から同

年９月までの期間及び４年６月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額

の記録については、元年５月から同年９月までは 41万円、２年６月は 44万円、

３年４月から同年９月までは 47万円、４年６月から同年９月までは 50万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生

住    所 ：  

    

     

    

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年５月１日から同年 10月１日まで 

         ② 平成元年 10月１日から４年 10月１日まで     

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与額よ

り低額で記録されていることが分かった。 

申立期間の標準報酬月額を、実際の給与支給額に見合った額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録によると、Ａ社における申立人の標

準報酬月額は、当初、平成元年 10 月から２年９月までは 41 万円、同年 10 月

から３年９月までは 44 万円、同年 10 月から４年２月までは 47万円と記録さ

れていたところ、同年３月 11 日付けで、元年 10 月１日に遡って 26 万円に訂



正されていることが確認できる。 

また、Ａ社の代表取締役の標準報酬月額も、申立人とは一部の期間が相違

するものの、申立人と同日付けで平成元年６月に遡って、当時の最低等級の標

準報酬月額に訂正されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間当時、

同社の取締役でなかったことが確認できる上、複数の従業員は、「申立人の肩

書はＢ職でＤ業務等も担当していたが、社会保険関係事務には関与していなか

った。」旨陳述している。 

加えて、年金事務所から提出されたＡ社に係る滞納処分票によると、同社

は、当該遡及訂正が行われた当時を含め、長期にわたり社会保険料を滞納して

いたことが確認できる上、遡及訂正処理が行われた日の前日の平成４年３月

10 日の欄に、社会保険事務所の担当者が、同社の社長と面談したとの記載が

確認できるところ、申立期間当時の同社で経理事務をしていた従業員は、「社

長と申立人の標準報酬月額が引き下げられたことは知らない。」と陳述してい

る。 

これらの事実を総合的に判断すると、平成４年３月 11日付けで行われた遡

及訂正処理は、事実に即したものとは考え難く、申立人について、元年 10 月

１日に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認め

られないことから、当該減額処理に係る有効な記録の訂正があったとは認めら

れず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た同年 10 月から２年９月までは 41 万円、同年 10 月から３

年９月までは 44 万円、同年 10 月から４年９月までは 47 万円に訂正すること

が必要である。 

一方、申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額の記録を、実際の給与

支給額に見合った額に訂正してほしいと陳述しているところ、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間②のうち、平成２年６月、３年４月から同年９月までの期間、４

年６月から同年９月までの期間について、Ａ社の関連会社であるＣ社から提出

された申立人に係る源泉徴収簿兼賃金台帳の給与支給額及び保険料控除額に

見合う標準報酬月額は、遡及訂正処理前の標準報酬月額を上回っていることが

確認できる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、上記の源

泉徴収簿兼賃金台帳の給与支給額及び保険料控除額から、平成２年６月は 44

万円、３年４月から同年９月までは 47万円、４年６月から同年９月までは 50



万円とすることが妥当である。 

次に、申立期間①について、上記の源泉徴収簿兼賃金台帳の給与支給額及

び保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上

回っていることが確認できることから、当該期間の標準報酬月額については、

41万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、ほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 13579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 15 年 12 月 26

日は 33万円、17年 12月 27日は 32万 2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

            

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年 12月 26日 

② 平成 17年 12月 27日 

賞与支払に関する記録に係る事実確認の通知が年金事務所から届き、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の賞与の記録が漏れていることを初めて知

った。申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたので

賞与の記録を訂正してほしい。 

、

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間①及び②において賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが確認できる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額の

それぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、Ａ社から提出された申立人

に係る賃金台帳の賞与額又は保険料控除額から、平成 15 年 12 月 26 日は 33

万円、17年 12月 27日は 32万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社

会保険事務所（当時）に提出していないことを認めていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る平成 15年 12月 26日及び 17年 12月 27日の標準賞与

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13580 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 47年 11月７日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったことが認められること

から、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における厚生年金保険被保険者資

格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、５万 2,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

    

    

 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月１日から同年 11月７日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社における被

保険者期間のうち、申立期間の被保険者記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間に、Ａ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動したが、当該期間は、同社

Ｃ支店において継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間となるように記録を訂正してほしい。 

 

   第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された在籍証明書及びＥ企業年金基金

から提出された申立人に係る厚生年金基金加入員台帳の記録から判断すると、

申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務し（昭和 47年 11月７日にＡ社Ｃ支

店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、上記の厚生年金基金加入員台帳の申立人に係る記録を見ると、申立

人が、昭和47年11月７日にＡ社Ｃ支店で同基金加入員としての資格を喪失し、

同日に同社Ｄ支店で同資格を取得したことが確認でき、同基金の加入期間に欠

落は無い。 

さらに、Ｅ企業年金基金は、「申立期間当時、厚生年金基金加入員資格喪失

届及び同資格取得届は複写式で、同一内容のものを厚生年金基金、社会保険事

務所及び健康保険組合に提出していたと思われる。」旨回答している。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

事業主は、申立人が、昭和 47年 11月７日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の厚生年金基金加入員台

帳の記録から、５万 2,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金  事案 13581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10 月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生

住    所 ：  

    

     

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保

険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社であるＡ

社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人は、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間当時、Ｂ社が持っていたＣ県下

全域のＤ商権を地域で分割することになり、Ａ社のほか２社が同時に設立され

たことに伴って、Ｂ社の一部の従業員が３社に異動した旨陳述している。 

さらに、申立人及び前述の複数の同僚は、異動の前後で仕事内容及び給与

形態等に変更はなく、申立期間当時も手取り額に増減はなかった旨陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

をＡ社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年 11月の社会保険事務所(当時)の記録から、３万円とすることが妥当である。 

一方、年金事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年 11 月１日に厚生年



金保険の適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所

としての記録が無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本の会社成立日により、同社は、昭和 43

年 10 月＊日に設立されたことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被

保険者資格を取得している 47 人のうち、申立人と同様の申立てをしている６

人（申立人を含む。）の雇用保険の被保険者記録を見ると、全員が同社の設立

日に、同社における雇用保険の被保険者としての資格を取得していることが確

認できることから、申立期間当時、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の資料が無く不明としているが、上記のとおり、申立期間

においてＡ社は、適用事業所としての要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、

申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保

険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社であるＡ

社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人は、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間当時、Ｂ社が持っていたＣ県下

全域のＤ商権を地域で分割することになり、Ａ社のほか２社が同時に設立され

たことに伴って、Ｂ社の一部の従業員が３社に異動した旨陳述している。 

さらに、申立人及び前述の複数の同僚は、異動の前後で仕事内容及び給与

形態等に変更はなく、申立期間当時も手取り額に増減はなかった旨陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

をＡ社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年 11 月の社会保険事務所(当時)の記録から、３万 6,000 円とすることが妥当

である。 



一方、年金事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年 11 月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所

としての記録が無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本の会社成立日により、同社は、昭和 43

年 10 月＊日に設立されたことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被

保険者資格を取得している 47 人のうち、申立人と同様の申立てをしている６

人（申立人を含む。）の雇用保険の被保険者記録を見ると、全員が同社の設立

日に、同社における雇用保険の被保険者としての資格を取得していることが確

認できることから、申立期間当時、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の資料が無く不明としているが、上記のとおり、申立期間

においてＡ社は、適用事業所としての要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、

申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保

険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社であるＡ

社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人は、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間当時、Ｂ社が持っていたＣ県下

全域のＤ商権を地域で分割することになり、Ａ社のほか２社が同時に設立され

たことに伴って、Ｂ社の一部の従業員が３社に異動した旨陳述している。 

さらに、申立人及び前述の複数の同僚は、異動の前後で仕事内容及び給与

形態等に変更はなく、申立期間当時も手取り額に増減はなかった旨陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

をＡ社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年 11 月の社会保険事務所(当時)の記録から、４万 2,000 円とすることが妥当

である。 



一方、年金事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年 11 月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所

としての記録が無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本の会社成立日により、同社は、昭和 43

年 10 月＊日に設立されたことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被

保険者資格を取得している 47 人のうち、申立人と同様の申立てをしている６

人（申立人を含む。）の雇用保険の被保険者記録を見ると、全員が同社の設立

日に、同社における雇用保険の被保険者としての資格を取得していることが確

認できることから、申立期間当時、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の資料が無く不明としているが、上記のとおり、申立期間

においてＡ社は、適用事業所としての要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、

申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 13584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10 月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保

険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社であるＡ

社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人は、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間当時、Ｂ社が持っていたＣ県下

全域のＤ商権を地域で分割することになり、Ａ社のほか２社が同時に設立され

たことに伴って、Ｂ社の一部の従業員が３社に異動した旨陳述している。 

さらに、申立人及び前述の複数の同僚は、異動の前後で仕事内容及び給与

形態等に変更はなく、申立期間当時も手取り額に増減はなかった旨陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

をＡ社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年 11月の社会保険事務所(当時)の記録から、３万円とすることが妥当である。 

一方、年金事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年 11 月１日に厚生年



金保険の適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所

としての記録が無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本の会社成立日により、同社は、昭和 43

年 10 月＊日に設立されたことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被

保険者資格を取得している 47 人のうち、申立人と同様の申立てをしている６

人（申立人を含む。）の雇用保険の被保険者記録を見ると、全員が同社の設立

日に、同社における雇用保険の被保険者としての資格を取得していることが確

認できることから、申立期間当時、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の資料が無く不明としているが、上記のとおり、申立期間

においてＡ社は、適用事業所としての要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は

申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。

、

、



大阪厚生年金 事案 13585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保

険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社であるＡ

社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人は、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間当時、Ｂ社が持っていたＣ県下

全域のＤ商権を地域で分割することになり、Ａ社のほか２社が同時に設立され

たことに伴って、Ｂ社の一部の従業員が３社に異動した旨陳述している。 

さらに、申立人及び前述の複数の同僚は、異動の前後で仕事内容及び給与

形態等に変更はなく、申立期間当時も手取り額に増減はなかった旨陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

をＡ社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年 11 月の社会保険事務所(当時)の記録から、２万 8,000 円とすることが妥当

である。 



一方、年金事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年 11 月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所

としての記録が無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本の会社成立日により、同社は、昭和 43

年 10 月＊日に設立されたことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被

保険者資格を取得している 47 人のうち、申立人と同様の申立てをしている６

人（申立人を含む。）の雇用保険の被保険者記録を見ると、全員が同社の設立

日に、同社における雇用保険の被保険者としての資格を取得していることが確

認できることから、申立期間当時、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の資料が無く不明としているが、上記のとおり、申立期間

においてＡ社は、適用事業所としての要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、

申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保

険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社であるＡ

社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人は、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間当時、Ｂ社が持っていたＣ県下

全域のＤ商権を地域で分割することになり、Ａ社のほか２社が同時に設立され

たことに伴って、Ｂ社の一部の従業員が３社に異動した旨陳述している。 

さらに、申立人及び前述の複数の同僚は、異動の前後で仕事内容及び給与

形態等に変更はなく、申立期間当時も手取り額に増減はなかった旨陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

をＡ社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年 11 月の社会保険事務所(当時)の記録から、２万 8,000 円とすることが妥当

である。 



一方、年金事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年 11 月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所

としての記録が無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本の会社成立日により、同社は、昭和 43

年 10 月＊日に設立されたことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被

保険者資格を取得している 47 人のうち、申立人と同様の申立てをしている６

人（申立人を含む。）の雇用保険の被保険者記録を見ると、全員が同社の設立

日に、同社における雇用保険の被保険者としての資格を取得していることが確

認できることから、申立期間当時、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は当時の資料が無く不明としているが、上記のとおり、申立期間

においてＡ社は、適用事業所としての要件を満たしていながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、

申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 13587 

 

第１ 委員会の結論 

総務大臣から平成 22年２月２日付けで行われた申立人の年金記録に係る苦

情のあっせんについては、同日後に新たな事実が判明したことから、当該あっ

せんによらず、厚生年金保険法の規定に基づき、申立人のＡ社Ｂ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 45年６月１日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とすることが妥当である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基 礎 年 金 番 号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 45年５月 31日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間は、Ａ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤した時期であり、継続して

同社に勤務していたので、当該期間について厚生年金保険被保険者であった

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録については、Ａ社

から提出のあった人事記録、雇用保険の加入記録及びＣ健康保険組合の被保険

者記録等から、申立人は同社で継続して勤務（昭和 45 年６月１日付けでＡ社

Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）しており、厚生年金保険料の控除が認められる

こと、及び事業主は、申立期間に係る保険料納付義務を履行していないと認め

られることから、既に当委員会で決定したあっせん案の報告に基づき、平成

22 年２月２日付けで、総務大臣から年金記録に係る苦情のあっせんが行われ

ている。 

しかし、当該あっせん後に、Ｄ健康保険組合から、「申立期間当時の届出書

は複写式であった。」との回答が新たに得られたところ、同健康保険組合が保

管する申立人に係る健康保険被保険者資格喪失届には、Ａ社Ｂ支店の資格喪失

日は、昭和 45年６月１日と記載されていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

事業主は、申立人が主張する昭和 45 年６月１日に資格を喪失した旨の届出を

行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記の健康保険組合の資格喪

失届の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金  事案 13588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52年６月１日から 54年 10月 16日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 52 年６月

１日、資格喪失日に係る記録を 54 年 10月 16 日とし、当該期間の標準報酬月

額を 52年６月から 53年９月までは８万円、同年 10月から 54年９月までは９

万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基 礎 年 金 番 号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年９月頃から 54年 10月頃まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

申

た

う

立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

昭和 50 年９月頃から 54 年 10 月頃まで、Ａ社で勤務し、Ｂ業務に従事

。 

申立期間にＡ社に勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたと

ので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

し

思

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の同僚の陳述から、申立期間のうち、昭和 52

年６月１日から 54 年 10 月 15 日までの期間については、申立人は、Ａ社で勤

務していたものと認められる。 

また、Ａ社の元経理事務担当者は、「申立期間当時、Ａ社では、全ての従業

員を厚生年金保険に加入させていた。雇用保険に加入しているのであれば、社

会保険にも加入していたと思うし、厚生年金保険料も給与から控除していたと

思う。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社における同僚照会により判明した申立人の前任者及び後任者

には、同社での厚生年金保険の加入記録が確認できるところ、この二人の雇用

保険の加入記録は、それぞれの厚生年金保険の加入記録と符合している。 



加えて、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」

という。）から確認できる申立期間当時の被保険者数は、前述の同僚照会にお

いて複数の同僚が陳述している申立期間当時の従業員数とおおむね一致して

おり、「申立期間当時、Ａ社においては、全ての従業員を厚生年金保険に加入

させていた。」とする元経理担当者の陳述と符合する。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間のうち、昭和 52年６月１日から 54年 10月 16日までの期間

において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

られる。 

また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、申立人と同性、

同職種の同僚の標準報酬月額の記録から判断すると、当該期間のうち、昭和

52 年６月から 53 年９月までは８万円、同年 10 月から 54 年９月までは９万

2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は、昭和 60 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

元事業主も死亡しているため確認できないものの、同社の申立期間に係る被保

険者原票に整理番号の欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事

務所（当時）の記録が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人

に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者報酬月

額算定基礎届及び被保険者資格喪失届を提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは考

え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 52 年６月から

54 年９月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 50年９月頃から 52年５月 31日までの期間に

ついては、申立人に係る雇用保険の被保険者資格を確認できない。 

また、Ａ社の複数の同僚は、それぞれ、「申立人の入社は、昭和 52 年５月

頃だと思う。それより前の期間については勤務していなかったと思う。」旨陳

述している。 

さらに、Ａ社は昭和 60 年 12 月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ている上、商業登記簿謄本によると、61 年２月に破産しており、申立期間当

時の事業主も死亡していることから、申立人の当該期間における勤務実態及び

保険料控除の状況について、確認することができない。 

このほか、当該期間において、申立てに係る事実を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成８年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年７月 28日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答があった。同

社には平成８年７月 31 日まで勤務しており、給与支給明細書からも同年８

月分の給与から保険料が控除されていることが確認できるので、申立期間に

ついて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の平成８年８月の給与支給明細書及び雇用保険の加入記録から、

申立人がＡ社に同年７月 31 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給与支給明細書から確認

できる保険料控除額に見合う標準報酬月額及び申立人のＡ社における平成８

年６月のオンライン記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としている

ものの、事業主が保管している申立人の申立期間に係る健康保険厚生年金保険

被保険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が平成８年７月 28日となっ

ていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成３年４月から４年３月までは 22 万円、同年４月から５年２月までは 24

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から５年３月 21日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額よりも低く記録されていることが

分かった。当該期間の標準報酬月額を実際の給与額に見合う額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社の同僚から提出された

給料台帳の写しで確認できる保険料控除額から、平成３年４月から４年３月ま

では 22万円、同年４月から５年２月までは 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は平成 21 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立

期間当時の事業主も既に死亡しているため、これらの者に確認することはでき

ないが、前述の給料台帳の写しで確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月



額とオンライン記録における標準報酬月額が長期にわたり一致していないこ

とから、事業主は、当該給料台帳で確認できる保険料控除額に見合う報酬月額

を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13591 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を、平成２年５月から３年４月

までの期間は 18 万円、同年５月から４年１月までの期間は 20 万円、同年２

月から６年 10月までの期間は 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年５月１日から６年 11月１日まで 

年金事務所から、Ａ社に勤務した当時の同僚の年金記録が訂正された旨

の案内が有ったので、自身の記録を確認したところ、私も申立期間の標準

報酬月額が遡って減額訂正されていることが分かった。当該期間を本来の

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成２年５月から３年４月までの期間は 18 万円、同年５月から４年１月まで

の期間は 20 万円、同年２月から６年 10 月までの期間は 26 万円と記録されて

いたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の同年 11 月

25 日付けで、２年５月１日に遡って８万円に引き下げられていることが確認

できる。 

また、Ａ社の事業主は、「平成６年 11月頃、代金の一部を社会保険事務所に

差し押さえられた。差押えの取下げを条件に、同事務所に指導されるままに印

鑑を押したと思う。」旨陳述しているところ、オンライン記録から、申立人以

外にも同社の役員３人の標準報酬月額が、平成６年 11月 25日付けで、遡って

減額訂正する処理が行われていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、同社の

Ｂ職であったことが確認できるものの、同社の事業主は、「申立人は、社会保

険等の事務には従事しておらず、標準報酬月額を遡って減額訂正する処理にも



関与していない。」旨陳述している。 

これらを総合的に判断すると、平成６年 11月 25日付けで行われた申立人の

標準報酬月額に係る減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立期間

において、標準報酬月額に係る有効な記録の訂正があったとは認められないこ

とから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、２年５月から３年４月までの

期間は 18万円、同年５月から４年１月までの期間は 20万円、同年２月から６

年 10月までの期間は 26万円に訂正することが必要であると認められる。



大阪厚生年金 事案 13592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ部門における資格取得日に係る

記録を昭和 30年５月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 21日から同年７月１日まで 

私は、昭和 30 年１月にＡ社Ｂ部門（現在は、Ｃ社）に入社してから退職

するまで同社に継続して勤務していたのに、申立期間の加入記録が無いのは

納得できない。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ共済会の人事記録及び雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間にＡ社

に継続して勤務し（昭和30年５月21日にＡ社Ｅ部門から同社Ｂ部門に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ部門における昭

和 30 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円とすることが妥

当である。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ部門は、昭和 30 年７月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、それより前は、申立期間を含めて適用事

業所としての記録が無い。しかし、申立期間当時の総務担当者及び複数の同僚

の陳述によると、当該事業所は、申立期間において既に５人以上の従業員の勤

務が推認できることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと考えられる。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険の届出について、適正に行われていなかった

としている上、事業主は、申立期間において適用事業所としての要件を満たし

ていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていないことが認められるこ

とから、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ部門における資格取得日に係る

記録を昭和 30年５月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 21日から同年７月１日まで 

私は、昭和 27年１月にＣ社Ｄ支店（申立期間はＡ社Ｅ部門、現在はＦ社）

に入社後、29年 10月にＡ社Ｂ部門に異動し、退社するまで同社に継続して

勤務した。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｇ共済会提出の人事記録及び申立人提出の履歴書から、申立人が申立期間に

Ａ社に継続して勤務し（昭和 30年５月 21日にＡ社Ｅ部門から同社Ｂ部門に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ部門における昭

和 30 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、9,000 円とすることが妥

当である。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ部門は、昭和 30 年７月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、それより前は、申立期間を含めて適用事

業所としての記録が無い。しかし、申立期間当時の総務担当者及び複数の同僚

の陳述によると、当該事業所は、申立期間において既に５人以上の従業員の勤

務が推認できることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと考えられる。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険の届出について、適正に行われていなかった

としている上、事業主は、申立期間において適用事業所としての要件を満たし

ていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていないことが認められるこ

とから、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



大阪国民年金 事案 6438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月 

私は、昭和 62 年３月にＡ県Ｂ市内の事業所を退職し、その月末頃にＣ社

に転職の予定であったが、母親から｢年金の手続が必要、１回でも納付を飛

ばすとよくない。｣と教えられ、転職前に母親と姉の三人で同市役所に行き、

姉と一緒に国民年金の加入手続を行った。具体的な納付金額等は覚えていな

いが、国民年金の窓口に年金手帳を持参し、窓口の男性職員に同年同月末頃

に就職する話をしたこと、同窓口で国民年金保険料を納付したこと、及び母

親が窓口で｢これで１回も抜けていませんよね。｣と念を押すと、職員が「大

丈夫です。間違いないですよ。」と言ったことをよく覚えている。 

それなのに、申立期間が未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のオンライン記録を見ると、申立人は、Ｂ市内の事業所を退職し、昭

和 62年３月 16日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後は、Ｃ社におけ

る厚生年金保険の被保険者資格を取得した記録は無く、Ｄ社において、厚生年

金保険の被保険者資格を同年４月１日付けで取得していることが確認できる

そこで、申立人に改めて当時の事情を確認したところ、申立人は、昭和 62

年３月にＢ市役所において、国民年金の加入手続を行った後、Ｃ社に同月末頃

に姉と一緒に就職したが、勤務初日に半日で辞めることとなり、その後、同年

４月初めにＤ社に就職したと陳述している。 

ところで、同一人について、厚生年金保険の異なる適用事業所において、同

月内に厚生年金保険の被保険者としての資格の喪失及び取得がなされた場合

同被保険者の加入期間は欠けることがないため、Ｂ市は、そのような場合に該

当する者には国民年金への加入を求めないとしていることから、申立人が同市

。 

、



役所の年金担当窓口において、離職した昭和 62 年３月中にＣ社に就職するこ

とを市の職員に告げた場合、同市の窓口職員が申立人の母親から「これで１回

も抜けていませんよね。」との問いかけに、「大丈夫です。間違いないですよ。」

と回答したとしても不自然ではない。 

また、申立人のオンライン記録を見ると、申立人は、Ｄ社を退職し、厚生年

金保険の被保険者資格を喪失した平成 16 年１月１日に、初めて国民年金の第

１号被保険者資格を取得していることが確認でき、この場合、申立期間は、国

民年金の未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができな

い期間である。 

さらに、申立期間は、基礎年金番号制度導入前の期間であることから、申立

人が、申立内容のとおり申立期間の国民年金保険料を納付するためには、基礎

年金番号に設定された申立人の厚生年金保険被保険者記号番号以外に、国民年

金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録及び国民年金手

帳記号番号払出簿検索システムにより、旧姓を含めた各種の氏名検索を行った

が、申立人に対して手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらない。 

なお、申立期間当時、申立人と一緒に加入手続を行い、国民年金保険料を納

付したとするその姉について、そのオンライン記録を見ると、申立期間は、保

険料の未納期間となっているが、姉がＤ社を退職し、申立期間から約１年後の

昭和 63 年５月頃に国民年金手帳記号番号が払い出されていることから、この

頃に初めて国民年金の加入手続が行われたものと推認され、当該加入手続が行

われるまで申立期間は、国民年金の未加入期間であり、申立人と同様に、申立

期間当時において保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付したことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6439（事案 2008の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年 10 月から 41年３月までの期間、同年 10月から 42年３

月までの期間、43年４月から 44年３月までの期間及び 45年４月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 10月から 41年３月まで 

         ② 昭和 41年 10月から 42年３月まで 

         ③ 昭和 43年４月から 44年３月まで 

         ④ 昭和 45年４月から同年 12月まで 

    

    

    

私は、自身で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も納付してき

た。 

昭和 38年 10月から 44年３月までは、Ａ県Ｂ市Ｃ区役所から６か月ごと

に国民年金保険料の納付書が送られてきたので、金融機関から保険料を納付

していた。当時は独身で、同市Ｄ区にある事業所に勤めており、昼間は自宅

にはいなかった。 

また、昭和 44年４月にＢ市Ｃ区から同市Ｅ区に転居して自宅で事業所を

営み、45年４月から同年 12月までは、毎月自宅に来る集金人に国民年金保

険料を納付して領収証書を受け取っていた。 

以上のことを年金記録確認第三者委員会に申し立てたが、昭和 41 年４月

から同年９月までの期間及び 42年４月から 43年３月までの期間以外は、認

められない旨の通知を受けた。 

しかし、私は全ての期間について、国民年金保険料を納付していたはずで

あり、どうしても納得できない。 

新たな資料は無いが、もう一度審議してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、前回、昭和 38 年 10 月から 44 年３月までの期間及び 45 年４月



から同年 12月までの期間について、当委員会に申立てを行っている。 

この申立てについて、申立期間のうち、昭和 41年４月から同年９月までの

期間及び 42年４月から 43年３月までの期間については、ⅰ）申立期間を除き

国民年金の加入期間は、国民年金保険料を全て納付している、ⅱ）41 年４月

から同年９月までの期間及び42年４月から43年３月までの期間の納付書を送

付したと考えられる事跡が、Ｂ市の国民年金被保険者名簿に残されており、納

付意識の高い申立人は、この納付書の送付を受けて当該期間の保険料を納付し

ていたとみても不自然ではない。 

一方、昭和 45 年４月から同年 12 月までの期間については、ⅰ）Ｃ区にお

いて不在被保険者として管理されていたことが、同区の被保険者名簿により確

認できる上、被保険者としての住所が同区からＥ区に変更されたのが 48年 10

月であることが特殊台帳により確認できることから、当時、同区の集金人が申

立人から国民年金保険料を集金できたとは考え難い、ⅱ）44 年４月に転居し

た後は、毎月自宅に来る集金人に保険料を納付していたとしているが、昭和

44 年度の保険料は昭和 44 年８月に一括で、また、46 年１月から 48 年３月ま

での保険料は過年度で、それぞれ納付されていることが市の被保険者名簿等に

より確認でき、これは、申立人の陳述とは符合しない、ⅲ）申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も、申立期間の

保険料が納付されていたことを示す関連資料、周辺事情も見当たらない。 

以上のことから、当委員会の決定に基づき、昭和 41年４月から同年９月ま

での期間及び 42年４月から 43年３月までの期間の国民年金保険料は、納付し

ていたものと認められるものの、これ以外の申立期間の保険料は、納付してい

たとは認められない旨の通知が、平成 21年３月６日付けで行われている。 

今回、申立人は、上記通知内容に記載されている記録の訂正が必要でない

期間についての判断理由について、納得できないとして、申立期間①、②、③

及び④について再申立てを行っているが、申立人から新たな資料等の提出は無

く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。



大阪国民年金 事案 6440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年１月から 45年１月までの期間、同年５月から同年９月ま

での期間及び 47年１月から 54年３月まで期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年１月から 45年１月まで 

② 昭和 45年５月から同年９月まで 

③ 昭和 47年１月から 54年３月まで 

私は、昭和 43 年１月に、自身の将来のため、Ａ県Ｂ市役所で国民年金に

加入したことを覚えている。その後、申立期間②及び③当時も、私が同市役

所で国民年金の再加入手続を行った。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料については、私又は母のいずれか

がＢ市役所の窓口で納付していたと思う。 

私は、勤務していた期間を除いて、国民年金保険料をずっと納付してきた

のに、年金裁定請求の際、申立期間の保険料がそれぞれ未納とされており信

じられなかった。 

領収証書及び当時の資料は何も残っていないが、間違いなく国民年金保険

料を納付していたので、納付記録をもう一度よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年１月に国民年金に加入したと申し立てているところ、

申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期及び前後の被保険者の記録から、そ

の約11年後の54年５月頃に初めて申立人に係る国民年金の加入手続を行った

ものと推定され、申立人の特殊台帳及びＢ市の国民年金被保険者名簿等を見る

と、43年１月 18日まで遡って、国民年金の強制加入被保険者の資格を取得し

ていることが確認できる上、その資格取得日は、申立人の所持する年金手帳の

「初めて被保険者となった日」及びオンライン記録の資格取得日とも一致して

いる。 



この場合、申立期間①、②及び③は、当該加入手続が行われるまで、国民年

金の未加入期間であり、国民年金保険料を納付することができない上、加入手

続が行われた時点において、申立期間①及び②の全期間並びに申立期間③のう

ち、昭和 52 年３月以前の期間は、制度上、時効により保険料を納付すること

ができない期間であるとともに、申立期間③のうち、時効成立前の納付が可能

な期間は、保険料を遡って納付する期間となるが、申立人は、納付催告を受け

たことも、未納保険料を遡って納付した記憶もないと陳述している。 

また、申立人が、申立内容のとおり、満 20 歳の時に国民年金に加入し、申

立期間①、②及び③の国民年金保険料を遅滞なく納付するためには、別の国民

年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿

の内容を全て視認するとともに、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

さらに、申立人のオンライン記録を見ると、申立期間①と申立期間②に挟ま

れた昭和 45 年２月から同年４月までの厚生年金保険被保険者期間及び申立期

間②と申立期間③に挟まれた同年 10月から 46年 12月までの退職一時金支給

期間については、共に平成 24 年５月に記録が追加されていることが確認でき

ることからすると、申立期間②及び③当時において、Ｂ市役所で国民年金の再

加入手続を行ったとする申立人の主張は不自然である。 

加えて、申立期間①、②及び③の納付状況等について、申立人からは、「私

又は母親のいずれかが、Ｂ市役所の窓口で国民年金保険料を納付していたと思

う。」とする以外に具体的な陳述を得ることができない上、その母は既に亡く

なっているため、当時の納付状況は不明である。 

このほか、申立期間①、②及び③は、合計９年９か月間に及び、これほどの

長期間にわたり納付記録が連続して欠落することは考え難い上、申立人又はそ

の母が申立期間①、②及び③の国民年金保険料について納付していたことを示

す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 
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第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年５月１日から 42年５月 10日まで 

私は、申立期間はＡ市にあったＢ社でＣ職をしていたので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間直後に勤務したＤ社（現在は、Ｅ社）に提出した履歴書の

記載から、申立人が申立期間にＢ社で勤務していたことが推認できる。 
しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｂ社が厚生

年金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 
また、Ｂ社の事業主は既に死亡しているため、事業主から申立人の申立期間

における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況を確認できない。 
さらに、申立人は、Ｂ社における同僚一人の名字を記憶しているのみである

ため、当該同僚からも、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険

料控除の状況を確認できない。 
このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 




